
東京都保育従事職員等処遇改善事業FAQ

（令和４年６月２８日現在）

番号 対象職員 対象 問 答 備考

1-1 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善の対象
は、保育従事職員に限られるのでしょ
うか。

保育従事職員だけでなく、調理員や栄養士、事務職員など、各施設に勤
務する全ての職員（法人役員を兼務する施設長を除く。）が対象となり
ます。

1-2 対象職員 共通

地方単独事業や施設が独自に加配して
いる職員は、今回の処遇改善の対象と
なるのでしょうか。

地方単独事業や施設が独自に加配している職員についても、都の処遇改
善事業の対象となる施設・事業所に従事している場合には対象とするこ
とができます。

1-3 対象職員
定期利用保育事業
一時預かり事業
緊急1歳児受入事業

保育所等と一体的に定期利用保育事
業、一時預かり事業、緊急1歳児受入事
業を実施している場合、保育所等の職
員についても今回の処遇改善事業の対
象として良いですか。

定期利用保育事業、一時預かり事業、緊急1歳児受入事業に従事してい
る職員を対象とすることはできますが、定期利用保育事業等に従事して
おらず、保育所等のみに従事している職員は、都の処遇改善事業の対象
外となります。

1-4 対象職員 共通
非常勤職員は今回の処遇改善の対象と
なるのでしょうか。

非常勤職員も対象となります。

1-5 対象職員 共通
派遣職員は今回の処遇改善の対象とな
るのでしょうか。

派遣職員も対象とすることができますが、その場合、派遣元事業所を通
じて賃金改善が確実に行われることを確認する必要があります。

1-6 対象職員 共通
育児休業を取得予定の職員は今回の処
遇改善の対象となるのでしょうか。

対象となります。ただし、通常、育児休業中は給与が支払われないた
め、この場合の育児休業期間に係る賃金改善額は０円となります。

1-7 対象職員
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

育児休業中や休職中の職員は、補助基
準額の算定に当たり、賃金改善対象者
数として計上しないこととなるので
しょうか。

今回の処遇改善事業は、賃金の支払いを受けている職員に対する処遇改
善であることから、補助基準額の算定に係る「賃金改善対象者数」に
は、育児休業中や休職中の職員は計上しないこととなります。
なお、育児休業や休職から復帰した場合は、復帰した月から補助基準額
の算定に係る「賃金改善対象者数」に計上することができます。

1-8 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、法人役員を兼務する施設長は対象
外とありますが、ここでいう「法人役
員」の範囲はどこまででしょうか。
また、「法人の役員」を兼務する職員
も補助対象外となるのでしょうか。

「法人役員」については、賃金の決定を含む施設・事業所の経営判断に
携わる者を想定しており、例えば、社会福祉法人や学校法人において
は、理事、監事及び評議員が該当します。
また、「法人の役員」を兼務する職員は補助対象となりますが、補助額
を職員としての賃金ではない役員報酬に充てることはできません。

1-9 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、法人役員を兼務する施設長は対象
外とありますが、役員報酬を受け取っ
ていない場合も対象外となりますか。

役員報酬の有無にかかわらず対象外となります。
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1-10 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、法人役員を兼務する施設長は対象
外とありますが、勤務する施設・事業
所ではない別法人の役員を兼務してい
る場合も対象外となりますか。

勤務する施設・事業所では経営判断に携わる者ではないことから、対象
とすることができます。

1-11 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、法人役員を兼務する施設長は対象
外とありますが、施設長以外の職員が
法人役員を兼務している場合も対象外
となるのでしょうか。

施設長以外の職員が法人役員を兼務している場合は、当該職員は対象と
して差し支えありません。

1-12 対象職員 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、全ての職員を対象とする必要があ
るのでしょうか。

賃金改善の具体的な方法や対象・個々の職員ごとの賃金改善額について
は、事業者の判断により決定することが可能です。

1-13 対象職員 一時預かり事業
都の処遇改善の対象事業である、一時
預かり事業について、一般型や幼稚園
型などは対象に含まれますか。

緊急一時預かりを実施する一時預かり事業のみが対象であり、一般型
（緊急一時預かりを実施していない場合）や幼稚園型は対象外です。
また、対象職員は、緊急一時預かりに従事する職員となります。

2-1 要件 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、「補助額は、職員の賃金改善及び
当該賃金改善に伴い増加する法定福利
費等の事業主負担分に全額充てるこ
と」とされていますが、総額として補
助基準額を下回る改善とすることはで
きないのでしょうか。

賃金改善計画書では、補助基準額以上の賃金改善を行うことが必要とな
ります。
※公私連携型や公設民営の施設・事業所も同様
※定期利用保育事業、一時預かり事業、病児保育事業における公営の施
設の取り扱いについては、4-3を参照

2-2 要件 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、「最低でも賃金改善の合計額の３
分の２以上は、基本給又は決まって毎
月支払われる手当の引上げにより改善
を図ること」とされていますが、事業
期間終了後、基本給等による改善額が
３分の２を下回っていた場合は、補助
金は全額返還となるのでしょうか。

賃金改善計画策定時に予期することができない事情により、やむを得ず
基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善額が賃金改善額の３
分の２を下回る結果となってしまった場合については、特段の理由があ
る場合に該当するものとして返還する必要はありません。
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2-3 要件 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、「最低でも賃金改善の合計額の３
分の２以上は、基本給又は決まって毎
月支払われる手当の引上げにより改善
を図ること」とされていますが、個々
の職員ごとにこの要件を満たす必要が
あるのでしょうか。

今般の処遇改善については、賃上げ効果が継続される取組を行うことを
前提として行うこととしており、この趣旨を踏まえれば基本給又は決
まって毎月支払われる手当により賃金改善を行うことが望ましいと考え
ております。一方で、基本給を引き上げた場合には、賞与や超過勤務手
当等の金額にも影響を与えることを考慮し、今回の補助金では最低でも
賃金改善の合計額の３分の２以上が基本給又は決まって毎月支払われる
手当によることとしています。この要件の適用に当たっては、個々の職
員について要件を満たすことが望ましいものの、超過勤務手当の金額は
個々の職員の事情によって変動すること等を考慮し、全ての職員につい
て個々に要件を満たすことまでは必要ありませんが、実際の改善額の設
定に当たっては、合理的な理由なく特定・一部の職員に偏った賃金改善
を行うなどの恣意的な改善とならないようにする必要があります。ただ
し、施設・事業所単位では「最低でも賃金改善の合計額の３分の２以上
は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図る
こと」を満たすことが必要です。

2-4 要件 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、「最低でも賃金改善の合計額の３
分の２以上は、基本給又は決まって毎
月支払われる手当の引上げにより改善
を図ること」とされていますが、ここ
でいう「賃金改善の合計額」には賃金
改善に伴い増加する「法定福利費等の
事業主負担分」も含まれるのでしょう
か。

「賃金改善の合計額」には賃金改善に伴い増加する「法定福利費等の事
業主負担分」は含まれません。

2-5 要件 認証保育所

給与を翌月払いとしている施設です
が、この場合でも令和４年２月に支払
う１月分の給与から本事業による処遇
改善を行わなければならないのでしょ
うか。

給与を翌月払いとしている施設・事業所であって、認証保育所運営費補
助金における各年度の「技能・経験に着目した加算」の賃金改善計画
書・賃金改善実績報告書においても4月分から翌年3月分の賃金を記入し
ている施設・事業所においては、令和４年３月に支払う２月分の給与か
ら10月に支払う９月分の給与について本事業による処遇改善を行うこと
になります。
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2-6 要件 共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、令和４年４月以降に、令和４年２
月分及び３月分の賃金改善を遡及して
支払うことは可能でしょうか。

国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」と同様に、令和４
年２月から実際に職員の賃金改善を行うことを要件としています。賃金
規程等の改定に一定の時間を要することを考慮し、３月に、２月分及び
３月分をまとめて一時金により支給することも可能ですが、４月以降
に、遡及して支払う場合には補助対象外になります。
ただし、給与を翌月払いとしている施設・事業所においては、３月分の
賃金改善を４月に支払う場合も補助対象となります。また、この場合に
おいては、「最低でも賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とする要
件についても、５月に支払う４月分の給与から適用することとなりま
す。
※定期利用保育事業、一時預かり事業、病児保育事業における公営の施
設の取扱いについては、4-2を参照

2-7 要件 認証保育所

今回の処遇改善については、認証保育
所運営費補助金の「技能・経験に着目
した加算」の取得やキャリアアップ補
助金の交付を受けていることが補助要
件となるのでしょうか。

認証保育所運営費補助金の「技能・経験に着目した加算」の取得やキャ
リアアップ補助金の交付の有無に関わらず、補助を受けることができま
す。

2-8 要件
一時預かり事業
病児保育事業

児童福祉法に基づく区市町村への届出
を行っているが子ども・子育て支援交
付金の交付を受けていない一時預かり
事業、病児保育事業は対象となります
か。

今回の処遇改善事業は賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提と
して実施することになりますので、子ども・子育て支援交付金の交付
（運営費の補助）を受ける一時預かり事業、病児保育事業が対象となり
ます。なお、事業については、子ども・子育て支援交付金の交付を受け
た月から対象となります。

2-9 要件 共通
いつの給与と比較して改善していれば
良いのですか。

令和４年１月まで適用されていた給与規程等に基づく賃金水準と比較し
て賃金改善を行うことが要件となります。

2-10 要件 共通

事業終了後、補助金に残額が発生した
場合については、当該残額について一
時金等により賃金改善に充てる必要が
あるのでしょうか。

計画時に賃金改善の対象としていた職員の異動等により、事業終了後に
補助額に残額が発生してしまった場合には、当該残額については返還い
ただくことになります。

2-11 要件 緊急１歳児受入事業

緊急１歳児受入事業について、事業は
実施しているが、受入児童数が０人の
月があった場合、その月も補助は受け
られますか。

受入れ児童数が０人の場合、その期間は補助対象外となります。



番号 対象職員 対象 問 答 備考

3-1
賃金改善額の
算定方法等

共通

「原則として、令和４年２月から職員
に対する賃金改善を実施すること」が
要件とされていますが、令和４年度に
新規開設する施設・事業所は今回の処
遇改善の対象となるのでしょうか。
また、対象となる場合、認証保育所、
家庭的保育事業（都制度）、緊急１歳
児受入事業については、利用児童数を
どう推計するのでしょうか。

対象となります。なお、この場合の賃金改善については、地域又は同一
の設置者・事業者における賃金水準との均衡が図られていると認められ
る賃金水準に基づいて行うこととなります。（職員の賃金改善額につい
ては、令和４年１月の地域又は同一の設置者・事業者における賃金水準
と比較し、賃金改善が図られていると認められる部分を賃金改善額とし
ます。）
利用児童数は、開設月から９月までの各月初日の年齢別利用児童数（平
均）を推計して算定します。

3-2
賃金改善額の
算定方法等

認証保育所
家庭的保育事業（都制
度）
緊急１歳児受入事業

令和４年度に利用定員の見直しを行う
場合においても、令和３年度の利用児
童数を用いて補助基準額を算定するの
でしょうか。

補助基準額の算定に際しては、令和４年４月分から９月分についても令
和３年度の年齢別利用児童数（平均）により算定することが基本となり
ますが、令和４年度に利用定員の見直しを行う場合においては、これに
より難い場合として、定員変更後の期間について、定員変更後の本事業
の実施期間（令和４年９月までの間。以下同じ。）における年齢別利用
児童数（平均）を推計して用いることも差し支えありません。
また、単価表における最も低い定員区分が適用されている施設・事業所
や、家庭的保育事業所（都制度）においては、定員区分を引き下げるこ
とはできないことから、令和４年４月分から９月分の年齢別利用児童数
（平均）の見込みが令和３年度の年齢別利用児童数（平均）を下回る場
合においても、これにより難い場合として、令和４年４月分から９月分
の年齢別利用児童数（平均）を推計して用いることも差し支えありませ
ん。

3-3
賃金改善額の
算定方法等

緊急１歳児受入事業

緊急1歳児受入事業の補助基準額の定員
区分は、本体の認可保育所の定員区分
に基づき算定するのでしょうか。ま
た、年齢別平均利用児童数（見込）
は、緊急１歳児受入事業の利用児童数
のみで算定するのでしょうか。

本体の認可保育所の定員区分に基づき算定します。
年齢別平均利用児童数（見込）は、緊急１歳児受入事業の利用児童数の
みで算定します。認可保育所と、緊急1歳児受入事業で利用児童数が重
複しないようにしてください。（国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善
臨時特例事業」との二重補助とならないよう、ご注意ください。）

3-4
賃金改善額の
算定方法等

共通

令和３年度途中に開所した場合におい
ても、令和３年度の利用児童数を用い
て補助基準額を算定するのでしょう
か。

補助基準額の算定に際しては、開所月から令和４年３月までの年齢別利
用児童数（平均）により算定することが基本となりますが、開所１年目
の利用児童数と今後の利用児童数との間で乖離が見込まれる場合は、こ
れにより難い場合として、開所した月以降の本事業の実施期間における
年齢別利用児童数（平均）を推計して用いることも差し支えありませ
ん。

3-5
賃金改善額の
算定方法等

共通

令和３年度途中に利用定員の見直しを
行った場合においても、令和３年度の
利用児童数を用いて補助基準額を算定
するのでしょうか。

補助基準額の算定に際しては、令和３年度の年齢別利用児童数（平均）
により算定することが基本となりますが、令和３年度途中に利用定員の
見直しを行った場合は、これにより難い場合として、定員変更後の期間
について、定員変更後の本事業の実施期間における年齢別利用児童数
（平均）を推計して用いることも差し支えありません。
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3-6
賃金改善額の
算定方法等

共通

利用定員の見直しがある場合、適用す
る単価の定員区分はどのように判断す
れば良いのでしょうか。

定員変更後の本事業の実施期間については、変更後の定員に基づいて、
適用する単価の定員区分を判断します。

3-7
賃金改善額の
算定方法等

共通

「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、全ての職員に対し9,000円の賃金
改善を行うことが必要なのでしょう
か。また、9,000円を超えて賃金改善
を行うことも可能でしょうか。

実際の配分に当たっては、事業者の判断によることができます。した
がって9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能です。ただし、特定
の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃
金改善が行われないよう留意する必要があります。

3-8
賃金改善額の
算定方法等

共通
「賃金改善部分」の処遇改善につい
て、賃金改善額は、一律同額とする必
要があるのでしょうか。

賃金改善の具体的な方法や対象、個々の職員ごとの賃金改善額について
は、事業者の判断により決定することが可能です。※定期利用保育事
業、一時預かり事業、病児保育事業における公営の施設の取り扱いにつ
いては、4-3を参照

3-9
賃金改善額の
算定方法等

共通
令和４年２月に在籍していなかった職
員の賃金改善額はどのように考えたら
よいですか。

新規に雇用された場合など、２月に在籍していなかった職員について
は、同程度の経験や能力等を有する職員における令和４年１月まで適用
されていた給与規程等に基づく賃金水準と比較し、その額を超える部分
が賃金改善額となります。

3-10
賃金改善額の
算定方法等

共通

賃金改善を行った場合、社会保険料等
の負担も増加しますが、この増加分に
ついても「月額9,000円相当」の中か
ら捻出するのでしょうか。

賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分の増加分については、３％程
度（月額9,000円相当）の賃金改善分とは別に上乗せして補助基準額を
設定しています。なお、社会保険料の被用者負担分については、個々の
職員の賃金の中から負担していただくことになります。

3-11
賃金改善額の
算定方法等

共通

地方単独事業により賃金改善を行って
いる場合、どのように取り扱えば良い
のでしょうか。

地方単独補助を含めた賃金水準から賃金改善が行われることが必要があ
ります。

3-12
賃金改善額の
算定方法等

認証保育所

認証保育所運営費補助金の「技能・経
験に着目した加算」では、「賃金改善
の実施により、当該賃金改善を行う給
与項目以外の給与水準を低下させては
ならないこと。」とされており、事業
者の業績等に応じて賃金の水準を低下
させることができませんが、今回の処
遇改善でも同じ取扱いでしょうか。

同じです。

3-13
賃金改善額の
算定方法等

認証保育所
家庭的保育事業（都制
度）
緊急１歳児受入事業

「年齢別平均利用児童数」に小数点以
下の端数がある場合はどのように処理
すればいいですか。

小数点第一位を四捨五入します。

3-14
賃金改善額の
算定方法等

認証保育所
家庭的保育事業（都制
度）
緊急１歳児受入事業

補助基準額はどのように算定されてい
るのでしょうか。

国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」等に準じた補助基
準額としています。



番号 対象職員 対象 問 答 備考

3-15
賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

補助基準額（月額11,000円）はどの
ように算出しているのでしょうか。

賃金改善を行う職員（常勤換算）１人当たりに月額9,000円の処遇改善
を行うため、月額9,000円に社会保険料事業主負担分の増加分を考慮し
て設定しています。
具体的には、月額9,000円×（1＋社会保険料率（事業主負担分））に
より算出しています。

3-16
賃金改善額の
算定方法等

共通

「決まって毎月支払われる手当」に、
通勤手当や扶養手当は含まれるでしょ
うか。

通勤手当や扶養手当を始めとする個人的な事情に基づいて支払われる手
当については、含まれません。

3-17
賃金改善額の
算定方法等

共通

「決まって毎月支払われる手当」によ
り賃金改善を行う場合、手当を新設す
る又は既存の手当を増額するいずれの
方法がよいのでしょうか。

いずれの方法でも可能です。既存の手当を増額する場合は、施設・事業
所において賃金規程等を変更するなど、当該手当を増額して本事業によ
る賃金改善を行うことが分かるようにしておく必要があります。

3-18
賃金改善額の
算定方法等

共通

法定福利費等の事業主負担分の算式は
「標準」とされていますが、示されて
いる以外の算出方法によることは可能
でしょうか。

実施要綱でお示ししているのは「標準」の算定方法になりますので、
個々の施設・事業所の実情に応じた算出方法によることも可能です。

賃金改善対象者数（※１）は、実際に賃金改善を行う職員の勤務時間数
等を基に、以下の①と②の算式により算出することになります。
①常勤職員
　「1.0人」×人数
②非常勤職員（常勤換算）
　賃金改善を行う非常勤職員の１ヶ月当たりの勤務時間数（※２、３）
÷就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数（※３）（小数
点第２位を四捨五入）の合計
③賃金改善対象者数
　①＋②＝③

※１：令和４年２月１日現在で定期利用保育事業等に勤務している職員
により算出します。（ただし、令和４年３月１日時点で新規採用等によ
り、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、令和４年３月分の
賃金対象者数に反映して算出）。
※２：超過勤務時間数は含めません。
※３：令和４年２月の勤務時間数（予定）を基に算出してください。
ただし、令和４年２月の勤務時間数が特段の事情により他の月と比べて
少なくなる場合等については、定期利用保育事業等の判断により、直近
○ヶ月の平均や前年度の勤務実績により算出する等、適切な方法により
算出することも可能です。3-19

賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

「賃金改善対象者数」はどのように算
出すれば良いですか。



番号 対象職員 対象 問 答 備考

（例）常勤職員１人（所定労働時間：160時間）、非常勤３名（月100
時間勤務する職員１名、月90時間勤務する職員１名、月80時間勤務す
る職員１名）の場合
①常勤職員
　「1.0人」×１人＝1.0人
②非常勤職員（常勤換算値）
　100時間÷160時間＝0.625≒0.6人（小数点第２位を四捨五入）
　90時間÷160時間＝0.5625≒0.6人(小数点第２位を四捨五入）
　80時間÷160時間＝0.5人
　0.6人＋0.6人＋0.5人＝1.7人
③賃金改善対象者数
　1.0人＋1.7人＝2.7人
④補助基準額（１月当たり）
　11,000円×1.0人＝11,000円（常勤職員）
　11,000円×0.6人＝  6,600円（非常勤職員）
　11,000円×0.6人＝  6,600円（非常勤職員）
　11,000円×0.5人＝　5,500円（非常勤職員）
　11,000円＋6,600円＋6,600円＋5,500円＝29,700円

3-20
賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

常勤職員はどのような職員でしょう
か。

常勤職員とは、施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務す
る者をいいます。
ただし、１日６時間以上かつ月20日以上勤務している者は、これを常勤
職員とみなして含めます。

3-21
賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

他の施設と兼務している場合はどのよ
うに算出すれば良いですか。

定期利用保育事業等における１ヶ月当たりの勤務時間数÷就業規則等で
定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数により算出してください。
ただし、
・業務を一体的に行っているため勤務時間を換算できない場合や、
・定期利用保育事業等では「常勤職員」、他の施設（月額9,000円の処
遇改善対象施設（保育所等））では「非常勤職員」となるなど、常勤換
算値が両方の施設合わせて「1.0人」を超えてしまう場合等は、それぞれ
の施設の利用者数で按分する等により算出してください。

3-22
賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

「賃金改善対象者数」は、令和３年度
の補助要綱では、令和４年２月１日現
在で勤務している職員により算出する
こと。ただし、令和４年３月１日時点
で新規採用等により、賃金改善対象者
数の増加が見込まれる場合には、令和
４年３月分の賃金改善対象者数に反映
し、算出すること。」とありますが、
令和4年度に賃金改善改善者数の増加が
見込まれる場合は、どのような取扱い
となりますか。

令和4年4月１日以降に新規採用等により賃金改善対象者数の増加が見込
まれる場合には、令和４年4月分以降の賃金改善対象者数に反映し、算
出する取扱いとする予定です。
（令和４年６月２８日削除）

3-19
賃金改善額の
算定方法等

定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

「賃金改善対象者数」はどのように算
出すれば良いですか。



番号 対象職員 対象 問 答 備考

4-1 公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

公営の定期利用保育事業、病児保育事
業、一時預かり事業は今回の処遇改善
事業の対象となりますか。

対象となります。

4-2 公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

公営の定期利用保育事業等の賃金改善
には、給与に係る条例等の改正が必要
であり、令和４年３月の支給に間に合
わない可能性もありますが、このよう
な場合も補助対象外となるのでしょう
か。

公営の施設・事業所については、給与の引上げに条例等の改正が必要で
あることを考慮し、２月分からの給与改善について、年度内に実際に引
上げを行う条例改正案等の議案を議会に提出している場合には、２月か
ら賃金改善を行っているものとして今回の処遇改善事業の対象としま
す。



番号 対象職員 対象 問 答 備考

原則、補助基準額以上の賃金改善を行うことが必要となります。
しかしながら、他の職種の均衡等の観点から、職員１人当たりの補助基
準額と同額程度の賃金改善を行えないなどの理由がある場合には、賃金
改善計画の段階で補助基準額を下回ることも可能とする取扱いとしま
す。
なお、総務省より、以下のとおり、処遇改善の手法の例が示されていま
すので、これらも参考に、今回の経済対策の趣旨を踏まえた上で、本事
業の対象となる職員の処遇について、改めてご検討頂くなど、適切に対
応いただくようお願いいたします。
※公的部門（保育等）における処遇改善事業の実施について（令和３年
12 月24 日総行給第80号総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長
通知）（抜粋）
１   会計年度任用職員については、従来から会計年度任用職員制度の趣
旨、職務の内容に応じた任用・勤務条件を確保するよう要請してきたこ
とも踏まえ、必要に応じて本事業を活用し、次のような対応を検討され
たいこと。
・　保育士等の専門職種について、職務の内容や責任、職務遂行上必要
となる知識、技術及び職務経験や民間の給与水準等が考慮された給与水
準となるよう、給料表の級・号給設定の見直しを行うこと。
・　再度任用時の加算について、類似する職務に従事する常勤職員の初
任給決定基準や昇給の制度との権衡を考慮して、上限設定を緩和するな
どの見直しを行うこと。
２  対象となる職員の専門的知識の必要性や採用による欠員補充の困難
性、業務の特殊性を考慮し、地域の民間給与水準を踏まえた上で、一般
行政職と同じ給料表を用いつつ初任給調整手当や給料の調整額（パート
タイム会計年度任用職員については、初任給調整手当や給料の調整額を
加味した報酬額）を支給することも想定されること。

4-4 公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

「賃金改善計画書」や「賃金改善実績
報告書」、「最低でも賃金改善の合計
額の３分の２以上は、基本給又は決
まって毎月支払われる手当の引上げに
より改善を図ること」については施
設・事業所単位で作成・判断するとの
ことですが、公営の施設・事業所につ
いては区市町村単位で作成することは
可能でしょうか。

公営の定期利用保育事業等においては、給与が条例等により市町村単位
で定められていることから、市町村単位でまとめて作成することも可能
です。

4-5 公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

令和３年度の人事院勧告に伴う給与の
減額を行った定期利用保育事業等の場
合、引き下げられた分から賃金改善を
実施すれば良いのでしょうか。

人事院勧告等を踏まえ給与の減額改定を行った定期利用保育事業等につ
いては、今回の処遇改善事業を実施するに当たっては、別途、手当や一
時金等の支給により、当該引き下げ前の賃金水準とする必要がありま
す。
　なお、令和３年度の子ども・子育て支援交付金における病児保育事
業、一時預かり事業の補助基準額、一時預かり事業・定期利用保育事業
費補助金における定期利用保育事業の補助基準額については、令和３年
度の人事院勧告に基づく引き下げの影響は反映しておりません（令和４
年度も同様の予定）。

公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

「補助額は、職員の賃金改善及び当該
賃金改善に伴い増加する法定福利費等
の事業主負担分に全額充てること」と
されていますが、公営の定期利用保育
事業等については、他の職種の均衡等
の観点から、賃金改善が難しい職種が
あることも考えられます。このような
場合も補助額全額を賃金改善等に充て
ることが必要でしょうか。

4-3



番号 対象職員 対象 問 答 備考

4-6 公営
定期利用保育事業
病児保育事業
一時預かり事業

公営の定期利用保育事業等で本事業に
より賃金改善を行う場合、賃金改善計
画書及び実績報告書を作成する必要が
ありますか。

作成する必要があります。

5-1 区市町村事務 共通
区市町村は今回の処遇改善を必ず実施
しなければならないのでしょうか。

今回の処遇改善を実施しない区市町村に所在する施設・事業所は、賃金
改善の有無に関わらず補助を受けることができないこととなります。こ
のような事態を避けるため、教育・保育などの現場で勤務する職員の
方々の収入を引き上げるという本事業の趣旨をご理解いただき、本事業
を実施していただきたいと考えております。区市町村におかれては、事
業者が予見性をもって賃金改善に取り組めるよう、可能な限り早期に事
業の実施の有無又は方針について管内の事業者に対して周知するようお
願いいたします。なお、予算措置等の事務スケジュールにより、令和３
年度中の本事業の実施が難しい場合には、個別にご相談ください。

5-2 区市町村事務 共通

区市町村の中で、今回の処遇改善事業
を実施をしない施設・事業所があって
も問題はありませんか。

施設・事業所の判断により事業を実施しないことも可能ですが、今回の
処遇改善事業の趣旨をご理解いただき、実施していただきたいと考えて
います。

5-3 区市町村事務 共通

今回の処遇改善の実施に当たっては、
申請段階で賃金改善計画書とともに、
賃金規程や賃金台帳等の挙証資料の提
出を求め、事前に確認を行う必要があ
るのでしょうか。

申請の段階では、賃金改善計画書に記入されている内容が本事業の要件
に合致しているかを確認することで足ります。一方で、実績報告書の確
認の際には、賃金規程や賃金台帳等の添付を求め、記載内容について確
認を行う必要があります。

5-4 区市町村事務 共通

今回の処遇改善において、賃金改善計
画書・賃金改善実績報告書の様式を変
更することは可能でしょうか。

東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱で示した賃金改善計画書・
賃金改善実績報告書の様式を使用いただくようお願いします。追加資料
を求める場合でも、施設・事業所における事務負担軽減の観点から、最
低限とするようお願いします。

5-5 区市町村事務 共通
補助金交付申請前に、処遇改善を行う
全ての施設・事業所から賃金改善計画
書を提出させる必要がありますか。

基本的には、施設・事業所から提出された賃金改善計画書を基に交付申
請いただくことが望ましいと考えておりますが、交付申請前に全ての施
設・事業所から賃金改善計画書を提出させることが困難な場合には、施
設・事業所に今回の処遇改善を行うか意向等を確認の上、交付申請する
ことも考えられます。

5-6 区市町村事務 共通
交付申請額は、千円未満切り捨てで
しょうか。 １円単位となります。

6-1 その他 共通
今回の処遇改善による処遇改善は恒久
的なものと考えていいのでしょうか。

今回の処遇改善は賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として
実施するものであり、事業実施期間終了後の令和４年10月以降について
も、各事業における運営費等に算入する等により、引き続き同様の措置
を行う予定です。

6-2 その他

今回の処遇改善は令和４年９月までが
実施期間とのことですが、令和４年10
月以降はどうなるのでしょうか。

各事業における運営費等に算入する方向で検討しています。（各事業に
おける負担割合により都が補助（認証保育所・家庭的保育事業（都制
度）は財調））



番号 対象職員 対象 問 答 備考

6-3 その他

本事業の補助額は、同一の設置者・事
業者が運営する他の保育施設等に勤務
する職員の賃金改善に充てることがで
きるのでしょうか。

国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」と異なり、本事業
においてはできません。


